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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第190期
第３四半期
連結累計期間

第191期
第３四半期
連結累計期間

第190期
第３四半期
連結会計期間

第191期
第３四半期
連結会計期間

第190期

会計期間

自  平成21年
　　４月１日
至  平成21年
  　12月31日

自  平成22年
    ４月１日
至  平成22年
    12月31日

自  平成21年
    10月１日
至  平成21年
    12月31日

自  平成22年
    10月１日
至  平成22年
    12月31日

自  平成21年
    ４月１日
至  平成22年
    ３月31日

売上高 (百万円) 24,970 26,947 9,023 8,984 33,558

経常利益 (百万円) 2,457 2,680 1,189 924 2,922

四半期(当期)純利益 (百万円) 1,088 593 720 29 753

純資産額 (百万円) ― ― 12,711 12,317 12,462

総資産額 (百万円) ― ― 44,954 40,976 42,796

１株当たり純資産額 (円) ― ― 119.18 120.13 116.92

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 10.25 5.66 6.78 0.29 7.09

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) ― ― 28.2 29.9 29.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 2,116 1,751 ― ― 4,045

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,675 △1,339 ― ― △1,555

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,257 △2,627 ― ― △3,296

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― ― 4,611 2,400 4,628

従業員数 (人) ― ― 1,501 1,470 1,497

(注)　１　売上高には、消費税等は含んでいない。

　　　２　△印は、減少額である。

　　　３　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益は新株予約権付社債等潜在株式がないため記載していない。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容につい

て、重要な変更はない。

また、主要な関係会社における異動もない。

　

３ 【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はない。

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成22年12月31日現在

従業員数(人) 1,470(114)

(注)　　従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者は除き、グループ外からの出向者を含む)であり、

臨時雇用者数(嘱託社員、季節社員及び待遇社員)は、当第３四半期連結会計期間の平均人員を(　)外数で記載して

いる。 

　

　

(2) 提出会社の状況

平成22年12月31日現在

従業員数(人) 57(7)

(注)　　従業員数は就業人員(当社から他社への出向者は除き、他社からの出向者を含む)であり、臨時雇用者数(嘱託社

員、季節社員及び待遇社員)は、当第３四半期会計期間の平均人員を(　)外数で記載している。 
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第３四半期連結会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次の通りである。

セグメントの名称 金額(百万円)

繊維事業 2,248

研磨材事業 2,338

化学工業品事業 1,215

その他 425

合計 6,227

(注) １　金額は販売価格によっており、セグメント間の取引については消去していない。

２　上記の金額には、消費税等は含まれていない。

　
(2) 受注実績

当第３四半期連結会計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次の通りである。

セグメントの名称 受注高(百万円) 受注残高(百万円)

研磨材事業 2,391 764

化学工業品事業 1,424 1,542

その他 206 32

(注) １　セグメント間の取引については消去していない。

２　上記の金額には、消費税等は含まれていない。

　
(3) 販売実績

当第３四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次の通りである。

セグメントの名称 金額(百万円)

繊維事業 3,990

研磨材事業 2,336

化学工業品事業 1,215

その他 1,442

合計 8,984

(注) １　セグメント間の取引については消去している。

２　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次の通りである。

相手先
前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間

販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％)

住友商事ケミカル㈱ 1,029 11.4 937 10.4

３　上記の金額には、消費税等は含まれていない。

　

２ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結会計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に

記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はない。

　なお、重要事象等は存在していない。
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３ 【経営上の重要な契約等】

(1) 技術受入契約

下記の契約については、当第３四半期連結会計期間末日において契約期限が到来したため、以下の通り
契約を更新している。

　

契約会社名 相手先の名称 国名 契約品名 契約内容 契約期限

富士紡ホールディ
ングス㈱
(当社)

Ｂ．Ｖ．Ｄ．社 米国
ニット及び布帛製品
(Ｂ．Ｖ．Ｄ．商標)

１　商標権の使用権
２　日本国内・タイ・
台湾・中国・香港
・シンガポールに
おける製造権及び
独占的販売権

昭和51年４月７日より
平成27年12月31日まで

(注)　上記契約については、売上高に基づきロイヤルティを支払っている。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が

判断したものである。

　
(1) 経営成績の分析

当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、政府の国内消費刺激策と新興国向け輸出により企

業収益が改善し、景気の緩やかな回復が見られたものの、引き続き厳しい雇用情勢、所得環境に加え、円

高、株価低迷などの懸念材料も多く、先行き不透明な状況で推移した。

このような経営環境の下、当フジボウグループは紡績、テキスタイル、「Ｂ．Ｖ．Ｄ．」ブランドのイ

ンナーウエアなどの繊維製品事業と超精密加工用研磨材の研磨材事業、機能化学品および医薬中間体な

どの受託製造の化学工業品事業を中心に開発、拡販に努めた。

この結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は8,984百万円(前年同期比38百万円、0.4％の減収)で、

営業利益は1,009百万円(前年同期比274百万円、21.4％の減益)、経常利益は924百万円(前年同期比265百

万円、22.3％の減益)となった。また四半期純利益は、29百万円(前年同期比690百万円、95.9％の減益)と

なった。

　
セグメントの業績は以下の通りである。

　
①繊維事業

製品事業の主要ブランドである「Ｂ．Ｖ．Ｄ．」では、個人消費低迷の影響が続くなど厳しい環

境が続いたが、機能性やデザイン性を重視した商品アイテムの拡大と積極的な広告宣伝や販促活動

に努めた。

　紡績部門、テキスタイル部門は、構造改革効果による改善はあったものの減収となり苦戦を強いら

れた。

この結果、売上高は3,990百万円となり、営業利益は268百万円となった。

　
②研磨材事業

主力の超精密加工用研磨材は、評価設備の導入によりユーザーニーズに迅速かつ総合的に対応す

る体制を充実させたことにより、半導体デバイス用途(CMP)は拡販したが、液晶ガラス・ハードディ

スク用途はユーザー業界の生産調整の影響もあり伸び悩み、全体としては減収・減益となった。

この結果、売上高は2,336百万円となり、営業利益は557百万円となった。
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③化学工業品事業

機能化学品および医薬中間体などの受託製造は、良好な需給バランスを背景とした堅調な受注に

加え、自動車産業の回復基調を受けた関連製品受注の上乗せによりフル操業を続けることができた。

新工場の増産効果も業績に貢献し、増収・増益となった。

この結果、売上高は1,215百万円となり、営業利益は118百万円となった。

　
④その他

自動車関連部門、精製部門、電子機器製品の産業用プリント基板などの事業は、前期の後半から受

注環境が改善したことなどから収益が改善し、増収・増益となった。

この結果、売上高は1,442百万円となり、営業利益は62百万円となった。　

　
(2) 財政状態の分析

　(資産)

流動資産は前連結会計年度末に比べて7.1％減少し、16,214百万円となった。これは、受取手形及び売掛

金などが増加したが、現金及び預金が2,228百万円減少したことなどによる。固定資産は、減損損失などの

計上により有形固定資産が減少したため、前連結会計年度末に比べて2.3％減少し24,762百万円となっ

た。

　この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて4.3％減少し、40,976百万円となった。

　
　(負債)

流動負債は前連結会計年度末に比べて7.4％減少し、16,127百万円となった。これは、支払手形及び買掛

金が988百万円増加したが、短期借入金が1,404百万円、未払法人税等が663百万円減少したことなどによ

る。固定負債は前連結会計年度末に比べて3.0%減少し、12,531百万円となった。これは、資産除去債務が

195百万円増加したが、長期借入金が457百万円減少したことなどによる。

　この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて5.5％減少し、28,659百万円となった。

　
　(純資産)

純資産合計は前連結会計年度末に比べて1.2％減少し、12,317百万円となった。これは、四半期純利益

593百万円が増加したが、剰余金の配当の実施212百万円、自己株式の取得508百万円、評価換算差額等の減

少42百万円などがあったことによる。

　
(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により資

金が498百万円増加し、設備投資等の投資活動により資金が826百万円、借入金の返済および自己株式の取

得等の財務活動により資金が372百万円それぞれ減少し、結果、四半期末の現金及び現金同等物は前年同

期比2,211百万円減少の2,400百万円となった。

　
当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下の通りであ

る。

　
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は、前年同期比654百万円減少の498百万円となった。これは、税金等調整

前四半期純利益327百万円、減価償却費437百万円、減損損失454百万円、仕入債務の増加684百万円等の収

入があった一方、売上債権の増加403百万円、たな卸資産の増加330百万円等の支出があったことによる。
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(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は、前年同期比195百万円増加の826百万円となった。これは、主として研

磨材事業および化学工業品事業などに対する設備投資により、固定資産取得による支出が549百万円

あったことによる。

　
(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は、前年同期比122百万円増加の372百万円となった。これは、主として借

入金の返済および自己株式の取得に充てたものである。

　
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上および財務上の対処すべき課題に重要な変

更および新たに生じた課題はない。

なお、当社は財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その

内容等(会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項)は次の通りである。

　
(株式会社の支配に関する基本方針について)

(1) 当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の内容

当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務および事業の内容や当社の

企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、

向上していくことを可能とする者である必要があると考えている。

　当社は、当社が資本市場に公開された株式会社である以上、当社の支配権の移転を伴う買収提案につ

いての判断は、最終的には当社の株主全体の意思に基づいて行われるべきものと考えている。また、当

社は、当社株式の大規模買付であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれ

ば、これを否定するものではない。

しかしながら、株式の大規模買付の中には、その目的等から見て企業価値や株主共同の利益に対する

明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役

会や株主が株式の大規模買付の内容等について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案す

るための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件を

もたらすために買収者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に

資さないものも少なくない。

　当社株式の大規模買付を行う者が、当社の財務および事業の内容を理解するのは勿論のこと、当社の

企業価値の源泉を理解した上で、これらを中長期的に確保し、向上させられるのでなければ、当社の企

業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになる。

　また、外部者である買収者が大規模買付を行う場合に、株主が最善の選択を行うためには、買収者の属

性、大規模買付の目的、買収者の当社の事業や経営についての意向、既存株主との利益相反を回避する

方法、従業員その他のステークホルダーに対する対応方針等の買収者の情報を把握した上で、大規模買

付が当社の企業価値や株主共同の利益に及ぼす影響を判断する必要があり、かかる情報が明らかにさ

れないまま大規模買付が強行される場合には、当社の企業価値・株主共同の利益が毀損される可能性

がある。

　当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大規模買付を行う者は、当社の財務

および事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大規模買付に対して

は、必要かつ相当な対抗措置をとることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必

要があると考える。
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(2) 基本方針の実現に資する取組み

ア．当社の企業価値の源泉について

当社は、富士山を望む静岡小山の地に誕生して一世紀余りにわたり、繊維メーカーとしての長い歴史

の中で培ったテクノロジーとマーケティングを融合し、人々のニーズを満足させる新しい繊維を続々

と世に送り出してきた。現在、当社の事業は、繊維関連事業のみならず、成長著しいＩＴ・医療分野・自

動車関連などの非繊維事業まで、人を包む繊維から、人を取り巻くあらゆる環境へと拡がっている。当

社グループでは、「私たちは一世紀を超える歴史の中で培った技術と経験を生かし、つねに時代が求め

る新しい技術・製品を提供することで先端産業を支え、人・社会・地球にとってより豊かな未来の創

造に貢献し続けます。」を企業理念として、継続的な企業価値の向上を目指している。

当社グループの企業価値の源泉は、①技術力と経験・知見、②開発力、③ブランド力、④優秀な従業員

等にある。 

　具体的には、第一に、創業以来培ってきた繊維関連の技術力と豊富な経験・知見は、数多くのお客様か

ら高い評価を得ている。また、近年では繊維関連の不織布事業から派生した超精密加工用研磨材の製造

に関する技術力・品質管理能力が世界各国のお客様に認められている。さらに、医薬中間体等を製造す

る技術力・ノウハウがファインケミカル分野で高く評価されている。 

　第二に、お客様のニーズに即した技術・製品の開発力が当社グループの企業価値の源泉となってい

る。特に超精密加工用研磨材分野の製品開発においては、お客様とともに開発することでお客様の満足

度の向上に努めている。 

第三に、一世紀以上にわたる当社グループの歴史が培った「フジボウ」ブランドは、繊維業界ではそ

の技術力と高い品質に裏打ちされた信頼できるブランドとして確固たる地位を築いてきた。また、米国

で130年以上、日本においても30年以上の歴史を誇る「Ｂ．Ｖ．Ｄ．」ブランドは紳士肌着分野では多

くのファンを獲得しており、企業価値の源泉として位置づけている。 

　第四に、創業以来お客様とともに成長・進化してきた経験と専門知識を有する人材は、当社グループ

の企業価値の源泉と考えている。当社グループでは労使の相互信頼を重視し、ステークホルダーとして

の従業員との信頼関係を構築している。 

　当社は、これら当社の企業価値の源泉を今後も継続して発展させていくことが、企業価値・株主共同

の利益を確保し、向上させることにつながるものと考えている。

　
イ．企業価値向上のための取組み

当社は、企業価値の向上に向けた取組みとして、平成19年３月期(2006年度)を初年度とし平成23年３

月期(2010年度)を最終年度とする、５ヵ年の中期経営計画『変身06-10』を策定している。当該中期経

営計画においては、①事業ポートフォリオの再構築、②技術力を核とした競争力強化、③キャッシュ・

フロー経営、④成長市場での新事業創出、⑤財務体質の強化、⑥経営システム改革を経営戦略に掲げて、

より一層の企業価値の向上に取り組んでいる。

　今後は、将来の収益基盤強化のために、各事業単位の中での選択と集中によりさらに『変身』を推し

進めるとともに、事業戦略の一つ一つを着実に実施する。

　
ウ．コーポレート・ガバナンスについて

当社は、経営の効率性の追求と健全性の確保により企業価値・株主共同の利益の向上を図ることを

最優先の目標として、公正かつ透明性の高い健全な経営を行うことにより、コーポレート・ガバナンス

の向上と企業倫理の高揚に取り組んできた。

　当社の経営機関制度としては、経営方針等の重要事項に関する意思決定機関および監督機関として取

締役会、監査機関として監査役会がある。監査役会は、経営の公正性・健全性・透明性をより高めるた

め、社外監査役３名を含む４名の監査役で構成されており、社外監査役は、専門的かつ客観的、第三者的

立場から監査している。さらに、意思決定機関を強化するものとして経営会議を設置している。経営会

議は、会社の経営方針および全社的な執行方針の協議を目的とし、方針決定過程の透明性を高め、決定

した方針事項の迅速かつ確実な周知、激変する環境への迅速な対応を図っている。また、平成17年６月

より執行役員制度を導入して、監督と執行の分離と業務執行のスピード化を図っている。

EDINET提出書類

富士紡ホールディングス株式会社(E00543)

四半期報告書

 8/34



　

また、当社では、企業の社会的責任の重要性を認識し、社会のルールや法令遵守のもと社会的良識を

もって行動することを明記した「富士紡グループ行動憲章」を制定している。さらに、コンプライアン

ス・プログラムを毎期策定するとともに、具体的な手引書としてコンプライアンス・マニュアルを作

成し周知・徹底を図っている。万一、コンプライアンス上疑義ある行為が行われ、また行われようとす

ることに気付いた者は、社内通報制度「企業倫理ホットライン」により、社外の顧問弁護士などに通報

することができる体制を採用している。また、経営諸活動の遂行状況を公正かつ独立の立場で監査し、

経営目標の効果的な達成に寄与することを目的に内部監査室を設置している。 

　当社は、引き続き、以上の諸施策を推進・実行し、コーポレート・ガバナンスの強化を図り、さらなる

当社グループの企業価値・株主共同の利益の確保・向上に繋げていく所存である。

　
(3) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防

止するための取組み

ア．本プランの目的

当社は、平成19年11月30日開催の当社取締役会において、上記(1)の当社の財務および事業の方針の

決定を支配する者の在り方に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるとともに、この基本

方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止する

ための取組みとして、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、「当

社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下「旧プラン」という。)を導入すること

を決定し、同日付で公表した。当社は、その後の買収防衛策の導入・運用の実態などを踏まえ、平成20年

５月13日開催の取締役会において、平成20年６月27日開催の定時株主総会の承認を条件として、旧プラ

ンを一部変更し継続することを決定し(当該一部変更後の旧プランを以下「本プラン」という。)、上記

定時株主総会において承認を得た。

　なお、上記定時株主総会に旧プランの一部変更および継続に関する承認議案を付議することを決定し

た取締役会には、当社監査役４名(うち２名は社外監査役)の全員が出席し、全ての監査役から、本プラ

ンの具体的運用が適正に行われることを条件として、本プランに賛同する旨の意見を受けている。本プ

ランの詳細については、当社ホームページ(http://www.fujibo.co.jp/)上の平成20年５月13日付プレ

スリリース「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の一部変更について」を参照さ

れたい。

　
イ．本プランの概要

①本プランに基づく対抗措置の実施の対象となる買付行為

本プランにおいては、次の(イ)もしくは(ロ)に該当する行為またはこれらに類似する行為(ただし、

当社取締役会が予め承認したものを除く。このような行為を以下「大規模買付行為」といい、大規模買

付行為を行いまたは行おうとする者を以下「大規模買付者」という。)がなされ、またはなされようと

する場合には、本プランに基づく対抗措置が実施されることがある。

(イ)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合の合計が20％以上となる買付け

(ロ)当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等所有割合およびその特

別関係者の株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け

　
②本プランの内容(大規模買付行為がなされた場合の対応)

(イ)大規模買付者による意向表明書の当社への事前提出

大規模買付者は、大規模買付行為に先立ち、本プランに定められた手続(以下「大規模買付ルー

ル」という。)に従う旨の誓約等の当社が定める一定の事項を日本語で記載した「意向表明書」を

提出することとする。

　
(ロ)大規模買付者に対する当社取締役会による必要情報リストの事前提出

当社は、大規模買付者に対して、意向表明書が提出された日から10営業日以内に、提供すべき情

報を記載した「必要情報リスト」を発送する。
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(ハ)大規模買付者による必要情報の提供

大規模買付者は、上記の必要情報リストに従い当社取締役会に対して、大規模買付行為に対する

株主の判断ならびに当社取締役会および独立委員会の評価・検討等のために必要かつ十分な日本

語で記載された「本必要情報」を提供することとする。

　
(ニ)当社取締役会に対する情報提供の要求

独立委員会は、大規模買付者から本必要情報を記載した書面が提出された場合には、当社取締役

会に対しても、独立委員会が定める合理的な期間内に(原則として30日を上限とする。)大規模買付

者の買付内容に対する意見、その根拠資料、および代替案その他独立委員会が適宜必要と認める情

報・資料等を速やかに提供するよう要求することがある。

　
(ホ)独立委員会による内容検討・勧告

独立委員会は、大規模買付者および当社取締役会からの情報・資料等の提供が全て完了した日

から原則として60日間の独立委員会検討期間内において大規模買付者および当社取締役会から提

供された情報・資料等に基づき、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、大規

模買付者の買付内容の検討、当社取締役会策定の代替案の検討および大規模買付者と当社取締役

会の事業計画等に関する情報収集・比較検討等を行う。大規模買付者は、独立委員会検討期間が終

了するまでは、大規模買付行為を開始することはできないものとする。

　独立委員会は、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合には、原則として、当社取締役

会に対して、対抗措置を実施することを勧告する。また、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守

する場合でも、大規模買付者による大規模買付行為が一定の要件に該当すると認められる場合に

は、対抗措置の実施を当社取締役会に勧告する。

　また、独立委員会は、対抗措置の実施を勧告するには至らないものの、合理的な理由により株主意

思確認総会を開催することが相当であると判断した場合には、株主意思確認総会の招集を当社取

締役会に勧告する。

　
(ヘ)株主意思確認総会の開催(独立委員会による招集の勧告がある場合)

独立委員会が株主意思確認総会の招集を勧告した場合には、当社取締役会は、対抗措置の実施の

可否を問うために株主意思確認総会の招集手続を速やかに実施するものとする。当該株主意思確

認総会の決議は、出席株主の議決権の過半数によって決するものとする。

　
(ト)取締役会の決議

当社取締役会は、独立委員会から対抗措置の実施もしくは不実施等(対抗措置の中止を含む。)に

関する勧告を受けた場合にはこれを最大限尊重して、または、株主意思確認総会の決議がなされた

場合にはこれに従って、対抗措置の実施または不実施等に関する会社法上の機関としての決議を

速やかに行うものとする。

　
③対抗措置

本プランにおける対抗措置としては、原則として、当社取締役会の決議に基づき、全ての株主に対し

て差別的行使条件および一部取得条項付新株予約権の無償割当てを行い、本プランに定める一定の要

件に該当する大規模買付者およびその一定範囲の関係者以外の株主は当該新株予約権を行使すること

により当社普通株式を取得し、または、かかる株主から当社が当該新株予約権を取得することによりそ

の対価として当社普通株式を交付することができるものとする。ただし、会社法その他の法令および当

社の定款上認められるその他の対抗措置を実施することが適切と判断された場合には当該その他の対

抗措置が実施されることもある。
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(4) 上記(2)の取組みについての当社取締役会の判断

当社は、継続的な企業価値の向上こそが株主共同の利益の向上のために最優先されるべき課題であ

ると考え、当社の企業価値・株主共同の利益の向上を目的に、上記(2)の取組みを行ってきた。これらの

取組みの実施を通じて、当社の企業価値・株主共同の利益を向上させ、それを当社の株式の価値に適正

に反映させていくことにより、上記のような当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうおそれ

のある株式の大量買付けは困難になるものと考えられ、これらの取組みは、上記(1)の基本方針に資す

るものであると考えている。

　従って、上記(2)の取組みは上記(1)の基本方針に沿うものであり、株主共同の利益を損なうものでは

なく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考えている。

　
(5) 上記(3)の取組みについての当社取締役会の判断

①株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

本プランは、上記(1)に記載した基本方針に沿って、当社株式に対する大規模買付行為がなされた際

に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示す

るために必要な情報や時間を確保したり、株主のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とし、

基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止

することにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入され

るものである。

　
②買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること

本プランは、経済産業省および法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益

の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確

保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を完全に充足している。

　
③株主の意思を重視するものであること

上記(3)ア．の通り、本プランは、平成20年６月27日開催の定時株主総会において承認を得たもので

ある。また、本プランの有効期間は平成23年６月開催予定の定時株主総会の終結時までとされており、

以後、かかる有効期間の延長については、３年ごとの定時株主総会において、本プランの有効期間の延

長に関する承認議案について、株主の賛同が得られることを条件としている。かかる議案について株主

の賛同が得られなかった場合には、当該決議に従い本プランは速やかに廃止される。また、本プランは、

大規模買付者が本プランに定められた手続に従うことなく大規模買付行為を開始した場合において、

独立委員会が合理的な理由により株主意思確認総会を開催することが相当であると判断した場合に

は、大規模買付者による大規模買付行為に対する対抗措置実施の是非について株主意思確認総会を開

催することによって、株主の意思を直接確認することとしている。

　このように、本プランの消長には、株主の意思が適切に反映されることとなっている。

　
④独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

当社は、本プランの導入にあたり、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主のために本プランの運

用に際しての実質的な判断を客観的に行う機関として、独立委員会を設置した。

　かかる独立委員会によって、当社取締役会が恣意的に本プランの運用を行うことのないよう、厳しく

監視するとともに、同委員会の判断の概要については株主に情報開示をすることとされており、当社の

企業価値・株主共同の利益に適うように本プランの透明な運用が行われる仕組みが確保されている。

　
⑤合理的な客観的実施要件の設定

本プランは、予め定められた合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ実施されないように

設定されており、当社取締役会による恣意的な実施を防止するための仕組みを確保している。
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⑥第三者専門家の意見の取得

独立委員会は、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した第三者の助言を得ることが

できることとされている。これにより、独立委員会による判断の公正さ・客観性がより強く担保される

仕組みとなっている。

　
⑦デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと

本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会の決議により廃止すること

ができるものとされており、当社の株券等を大量に買い付けた者が、当社株主総会で取締役を指名し、

かかる取締役で構成される取締役会の決議により、本プランを廃止することが可能な仕組みとなって

いる。

　従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、実

施を阻止できない買収防衛策)ではなく、また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはス

ローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その実施を阻止

するのに時間を要する買収防衛策)でもない。

　

以上の通り、上記(3)の取組みは上記(1)の基本方針に沿うものであり、株主共同の利益を損なうもの

ではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考えている。

　

(5) 研究開発活動

当第３四半期連結会計期間の研究開発費の総額は199百万円である。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

前四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要な変更並びに重要

な設備計画の完了はない。

また、当第３四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はない。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 300,000,000

計 300,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成22年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23年２月10日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 108,000,000 108,000,000
東京・大阪
(市場第一部)

単元株式数は
1,000株である。

計 108,000,000 108,000,000 ― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項なし。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項なし。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項なし。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成22年12月31日 ― 108,000,000 ― 5,400 ― ―
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(6) 【大株主の状況】

１　当第３四半期会計期間において、株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ及び共同保有者か

ら、平成23年１月７日付で大量保有報告書の提出があり（報告義務発生日　平成22年12月27日）、次

の通り株式を保有している旨報告を受けているが、株主名簿の記載内容の確認ができないため、当社

として実質所有株式数の確認ができない。なお、大量保有報告書の内容は以下の通りである。

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

三菱ＵＦＪ信託銀行株式
会社

東京都千代田区丸の内１－４－５ 5,682 5.26

株式会社三菱東京ＵＦＪ
銀行

東京都千代田区丸の内２－７－１ 5,000 4.63

三菱ＵＦＪ投信株式会社
 

東京都千代田区丸の内１－４－５ 1,161 1.08

三菱ＵＦＪモルガン・ス
タンレー証券株式会社

東京都千代田区丸の内２－５－２ 175 0.16

　

２　当第３四半期会計期間において、フィデリティ投信株式会社及び共同保有者から、平成23年１月７

日付で大量保有報告書の提出があり（報告義務発生日　平成22年12月31日）、次の通り株式を保有し

ている旨報告を受けているが、株主名簿の記載内容の確認ができないため、当社として実質所有株式

数の確認ができない。なお、大量保有報告書の内容は以下の通りである。

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

フィデリティ投信株式会
社

東京都港区虎ノ門４－３－１ 5,250 4.86

エフエムアール　エルエ
ルシー(FMR LLC)

米国　02109　マセチューセッツ州
ボストン、デヴォンシャー・スト
リート82

2,617 2.42
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(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成22年９月30日)に基づく株主名簿による記載

をしている。

① 【発行済株式】

平成22年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)
普通株式　　3,528,000

― ―

(相互保有株式)
普通株式　　　　7,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式　103,708,000103,708 ―

単元未満株式 単元未満株式　757,000 ― １単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 108,000,000― ―

総株主の議決権 ― 103,708 ―

(注)　１　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が「株式数(株)」に2,000株、

「議決権の数(個)」に２個含まれている。

　　　２　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株主名簿上は当社の子会社柳井化学工業㈱名義となっている

が、実質的には所有していない株式が「株式数(株)」に1,000株、「議決権の数(個)」に１個含まれている。

　
② 【自己株式等】

平成22年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
富士紡ホールディングス㈱

東京都中央区日本橋
人形町１－18－12

3,528,000― 3,528,0003.26

(相互保有株式)
カフラス㈱

長野県松本市
中央４－９－53

7,000 ― 7,000 0.01

計 ― 3,535,000― 3,535,0003.27

　
２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成22年　
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高(円) 162 157 141 135 129 118 120 130 146

最低(円) 149 130 120 119 102 102 108 112 126

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。

　
３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はない。
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第５ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成している。

なお、前第３四半期連結会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び前第３四半期連結

累計期間(平成21年４月１日から平成21年12月31日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当

第３四半期連結会計期間(平成22年10月１日から平成22年12月31日まで)及び当第３四半期連結累計期間

(平成22年４月１日から平成22年12月31日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成して

いる。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間(平成21年10月１

日から平成21年12月31日まで)及び前第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年12月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間(平成22年10月１日から平成22年12月31日

まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年12月31日まで)に係る四半期連結財

務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けている。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,400 4,629

受取手形及び売掛金 ※4
 8,820 8,342

商品及び製品 1,989 2,022

仕掛品 1,223 1,067

原材料及び貯蔵品 1,006 730

その他 785 674

貸倒引当金 △12 △11

流動資産合計 16,214 17,457

固定資産

有形固定資産

土地 14,371 14,505

その他（純額） 8,530 8,915

有形固定資産合計 ※1
 22,902

※1
 23,420

無形固定資産 267 190

投資その他の資産

その他 1,606 1,740

貸倒引当金 △13 △12

投資その他の資産合計 1,593 1,727

固定資産合計 24,762 25,339

資産合計 40,976 42,796
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※4
 5,694 4,706

短期借入金 8,007 9,412

未払法人税等 178 841

引当金 279 520

その他 1,967 1,933

流動負債合計 16,127 17,415

固定負債

長期借入金 4,640 5,098

退職給付引当金 3,051 3,157

引当金 10 9

資産除去債務 195 －

その他 4,633 4,653

固定負債合計 12,531 12,918

負債合計 28,659 30,333

純資産の部

株主資本

資本金 5,400 5,400

資本剰余金 0 0

利益剰余金 5,291 4,894

自己株式 △652 △143

株主資本合計 10,039 10,151

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 3 48

繰延ヘッジ損益 △2 1

土地再評価差額金 2,157 2,173

為替換算調整勘定 63 40

評価・換算差額等合計 2,222 2,264

少数株主持分 55 47

純資産合計 12,317 12,462

負債純資産合計 40,976 42,796
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

売上高 24,970 26,947

売上原価 16,820 18,002

売上総利益 8,149 8,945

販売費及び一般管理費 ※
 5,493

※
 6,050

営業利益 2,656 2,894

営業外収益

受取利息 3 3

受取配当金 17 25

固定資産賃貸料 114 126

その他 67 26

営業外収益合計 201 182

営業外費用

支払利息 234 180

固定資産賃貸費用 － 86

その他 165 128

営業外費用合計 400 395

経常利益 2,457 2,680

特別利益

貸倒引当金戻入額 11 －

固定資産売却益 20 4

その他 0 －

特別利益合計 32 4

特別損失

固定資産処分損 226 467

減損損失 393 456

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 101

その他 5 148

特別損失合計 625 1,173

税金等調整前四半期純利益 1,864 1,511

法人税、住民税及び事業税 928 813

法人税等調整額 △162 96

法人税等合計 766 910

少数株主損益調整前四半期純利益 － 601

少数株主利益 8 8

四半期純利益 1,088 593
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
　至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年10月１日
　至 平成22年12月31日)

売上高 9,023 8,984

売上原価 5,868 5,904

売上総利益 3,154 3,080

販売費及び一般管理費 ※
 1,870

※
 2,070

営業利益 1,283 1,009

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 2 7

固定資産賃貸料 34 42

その他 7 6

営業外収益合計 45 57

営業外費用

支払利息 75 56

その他 64 86

営業外費用合計 139 142

経常利益 1,189 924

特別利益

貸倒引当金戻入額 1 0

固定資産売却益 6 1

その他 0 －

特別利益合計 8 1

特別損失

固定資産処分損 25 113

減損損失 － 454

その他 5 30

特別損失合計 30 598

税金等調整前四半期純利益 1,166 327

法人税、住民税及び事業税 427 302

法人税等調整額 16 △8

法人税等合計 444 294

少数株主損益調整前四半期純利益 － 32

少数株主利益 2 3

四半期純利益 720 29
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 1,864 1,511

減価償却費 972 1,272

減損損失 393 456

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 101

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11 0

退職給付引当金の増減額（△は減少） 124 △105

受取利息及び受取配当金 △20 △28

支払利息 234 180

為替差損益（△は益） △2 39

投資有価証券評価損益（△は益） 5 34

投資有価証券売却損益（△は益） △0 －

固定資産売却損益（△は益） △20 △4

固定資産処分損益（△は益） 226 467

売上債権の増減額（△は増加） △2,143 △481

たな卸資産の増減額（△は増加） 592 △404

仕入債務の増減額（△は減少） 541 847

その他 484 △323

小計 3,242 3,563

利息及び配当金の受取額 20 28

利息の支払額 △209 △153

法人税等の支払額 △937 △1,687

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,116 1,751

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,299 △1,024

有形及び無形固定資産の売却による収入 113 6

有形固定資産の除却による支出 △120 △335

投資有価証券の取得による支出 △378 △6

投資有価証券の売却による収入 27 －

貸付けによる支出 △2 －

貸付金の回収による収入 16 17

敷金及び保証金の差入による支出 △33 －

その他 1 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,675 △1,339

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 1 △1,350

長期借入れによる収入 400 300

長期借入金の返済による支出 △1,423 △812

自己株式の取得による支出 △0 △508

配当金の支払額 △212 △212

リース債務の返済による支出 △22 △44

その他 0 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,257 △2,627

現金及び現金同等物に係る換算差額 7 △13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △809 △2,228

現金及び現金同等物の期首残高 5,420 4,628

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 4,611

※
 2,400
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【継続企業の前提に関する事項】

該当事項なし。

　
【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日 
　至　平成22年12月31日)

会計処理基準に関する事項の変更

資産除去債務に関する会計基準の適用

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号　平成20年３月31日)及

び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日)を適用して

いる。

　これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益が11百万円、経常利益が12百万円、税金等調整前四半期純利

益が113百万円それぞれ減少している。

　
【表示方法の変更】

　

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日 
　至　平成22年12月31日)

１　「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号　平成20年12月26日)に基づく財務諸表等規則等の一部

を改正する内閣府令(平成21年３月24日　内閣府令第５号)の適用により、当第３四半期連結累計期間では、「少数

株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示している。

２　四半期連結損益計算書「営業外費用」の「固定資産賃貸費用」は、前第３四半期連結累計期間は「営業外費用」

の「その他」に含めて表示していたが、当第３四半期連結累計期間において営業外費用の総額の100分の20超と

なったため、区分掲記することとした。

　なお、前第３四半期連結累計期間の「営業外費用」の「その他」に含まれる「固定資産賃貸費用」の金額は、74

百万円である。

　
当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年10月１日 
　至　平成22年12月31日)

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号　平成20年12月26日)に基づく財務諸表等規則等の一部

を改正する内閣府令(平成21年３月24日　内閣府令第５号)の適用により、当第３四半期連結会計期間では、「少数株

主損益調整前四半期純利益」の科目を表示している。

　
【簡便な会計処理】

　

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日 
　至　平成22年12月31日)

１　一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら

れるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定している。

２　固定資産の減価償却費の算定方法

固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按分する方

法によっている。

　なお、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっている。
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【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】
　

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日 
　至　平成22年12月31日)

原価差異の繰延処理

定期的な修繕が特定の四半期に行われるために発生する原価差異は、予定原価が年間を基礎に設定されており、

原価計算期間末までに解消が見込まれるため、当該原価差異を流動負債として繰延べている。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額　　28,280百万円※１　有形固定資産の減価償却累計額　　28,675百万円

　２　偶発債務

連結会社以外の会社の銀行取引に対して債務保証

を行っている。

カフラス㈱ 40百万円

　２　偶発債務

連結会社以外の会社の銀行取引に対して債務保証

を行っている。

カフラス㈱ 25百万円

　３　受取手形割引高　　　　　　　 　　　123百万円 　３　受取手形割引高　　　　　　   　　　165百万円　

※４　期末日満期手形

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理につ

いては、手形交換日をもって決済処理している。な

お、当第３四半期連結会計期間末日は金融機関の休

日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期

手形が当第３四半期連結会計期間末残高に含まれて

いる。

受取手形 148百万円
　

支払手形 113百万円

 
　　　─────────────

 

　

(四半期連結損益計算書関係)

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

※　　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

退職給付費用 268百万円

※　　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

退職給付費用 340百万円

　
前第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年10月１日
　至　平成22年12月31日)

※　　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

退職給付費用 90百万円

※　　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

退職給付費用 113百万円

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

※　現金及び現金同等物の当第３四半期連結累計期間末

残高と当第３四半期連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係

現金及び預金勘定 4,611百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △0

現金及び現金同等物 4,611百万円
 

※　現金及び現金同等物の当第３四半期連結累計期間末

残高と当第３四半期連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係

現金及び預金勘定 2,400百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △0

現金及び現金同等物 2,400百万円
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(株主資本等関係)

　当第３四半期連結会計期間末(平成22年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自　平成22年４月１日　

至　平成22年12月31日)

　
１　発行済株式の種類及び総数

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 108,000,000

　
２　自己株式の種類及び株式数

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 5,922,315

　
３　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月29日
定時株主総会

普通株式 212 2 平成22年３月31日 平成22年６月30日 利益剰余金

　

　(2) 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

　　　　該当事項なし。
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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間(自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日)

　
繊維事業
(百万円)

研磨材
事業
(百万円)

化学
工業品
事業
(百万円)

その他
事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に
対する売上高

4,0402,6761,1441,1619,023 ― 9,023

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

4 0 ― 14 18 (18) ―

計 4,0442,6761,1441,1759,041 (18)9,023

    営業利益 371 749 109 42 1,272 11 1,283

　
(注)　①　事業区分の方法

　　　当社の事業区分の方法は、製品等の種類に応じて繊維事業、研磨材事業、化学工業品事業、その他事業にセグ

メンテーションしている。

　

②　事業区分の変更

　　　前第３四半期連結会計期間において区分掲記していた「自動車関連事業」は金額的重要性が低下したた

め、第１四半期連結会計期間より「その他事業」に含めて表示している。

　

③　各区分に属する主要な製品等の名称

　　　これら事業区分に属する主要な製品等は次の通りである。

事業区分 主要製品名等

繊維 紡績糸、織物、編物、二次製品

研磨材 超精密加工用研磨材、不織布、合皮

化学工業品 化学工業製品

その他 車輌、自動車部品、電子機器製品、化成品、ボウリング場の経営

　

前第３四半期連結累計期間(自　平成21年4月１日　至　平成21年12月31日)

　
繊維事業
(百万円)

研磨材
事業
(百万円)

化学
工業品
事業
(百万円)

その他
事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に
対する売上高

11,5966,9213,6082,84424,970 ― 24,970

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

7 1 ― 40 48 (48) ―

計 11,6036,9223,6082,88425,019 (48)24,970

    営業利益 256 1,930 393 41 2,621 34 2,656

　
(注)　①　事業区分の方法

　　　当社の事業区分の方法は、製品等の種類に応じて繊維事業、研磨材事業、化学工業品事業、その他事業にセグ

メンテーションしている。

　

②　事業区分の変更

　　　前第３四半期連結累計期間において区分掲記していた「自動車関連事業」は金額的重要性が低下したた

め、第１四半期連結会計期間より「その他事業」に含めて表示している。

　　　なお、当第３四半期連結累計期間の「その他事業」に含まれる「自動車関連事業」の売上高は1,423百万

円、営業損失は31百万円である。
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③　各区分に属する主要な製品等の名称

　　　これら事業区分に属する主要な製品等は次の通りである。

事業区分 主要製品名等

繊維 紡績糸、織物、編物、二次製品

研磨材 超精密加工用研磨材、不織布、合皮

化学工業品 化学工業製品

その他 車輌、自動車部品、電子機器製品、化成品、ボウリング場の経営

　

【所在地別セグメント情報】

　
　前第３四半期連結会計期間(自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日)及び前第３四半期連結累計期

間(自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日)

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略している。

　

【海外売上高】

　
前第３四半期連結会計期間(自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日)

　 中南米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 559 443 1,002

Ⅱ 連結売上高（百万円） ― ― 9,023

Ⅲ 連結売上高に占める

　 海外売上高の割合（%）
6.2 4.9 11.1

　　　　　　　（注）①国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。

　　　　　　　　　　②本邦以外の区分に属する主な国又は地域

　　　　　　　　　　　　　中南米・・・ドミニカ、パナマ

　　　　　　　　　　　　　その他の地域・・・アメリカ、タイ

　　　　　　　　　　③海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。

　

前第３四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日)

　 中南米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 1,411 1,137 2,548

Ⅱ 連結売上高（百万円） ― ― 24,970

Ⅲ 連結売上高に占める

　 海外売上高の割合（%）
5.7 4.5 10.2

　　　　　　　（注）①国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。

　　　　　　　　　　②本邦以外の区分に属する主な国又は地域

　　　　　　　　　　　　　中南米・・・ドミニカ、パナマ

　　　　　　　　　　　　　その他の地域・・・アメリカ、タイ

　　　　　　　　　　③海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。
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【セグメント情報】

　
１  報告セグメントの概要　

当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役

会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであ

る。

　当社は持株会社として製品・サービスについて国内及び国外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開し

ている。

　したがって、当社グループは製品・サービス別のセグメントから構成されており、「繊維事業」、「研磨材

事業」、「化学工業品事業」の３つを報告セグメントとしている。

　「繊維事業」は、紡績糸、織物及び編物などの素材から二次製品にいたる各種繊維工業品の製造、加工及び

販売をしている。「研磨材事業」は、超精密加工用研磨材及び不織布の製造及び販売をしている。「化学工

業品事業」は、化学工業製品の製造及び販売をしている。

　
２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日)

　 　 　 　 　 　 (単位：百万円)

　

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)３繊維事業

研磨材
事業

化学
工業品
事業

計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 11,3697,0964,26822,7354,21226,947 ― 26,947

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

10 1 ― 12 39 52 △52 ―

計 11,3807,0984,26822,7474,25126,999△52 26,947

セグメント利益 535 1,755 432 2,722 172 2,894 △0 2,894

(注) １  「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、自動車関連事業、化成品事業、電子

機器事業及び精製事業等を含んでいる。

２  セグメント利益の調整額には、セグメント間取引消去が含まれている。

３  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。
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当第３四半期連結会計期間(自  平成22年10月１日  至  平成22年12月31日)

　 　 　 　 　 　 (単位：百万円)

　

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)３繊維事業

研磨材
事業

化学
工業品
事業

計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 3,9902,3361,2157,5421,4428,984 ― 8,984

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

4 1 ― 5 9 15 △15 ―

計 3,9952,3381,2157,5481,4519,000 △15 8,984

セグメント利益 268 557 118 944 62 1,007 2 1,009

(注) １  「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、自動車関連事業、化成品事業、電子

機器事業及び精製事業等を含んでいる。

２  セグメント利益の調整額には、セグメント間取引消去が含まれている。

３  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。

　
３  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

当第３四半期連結会計期間(自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日)
　

(固定資産に係る重要な減損損失)　

繊維事業セグメントにおいて、保有会社における利用計画がなく、時価も下落しているため、減損損失を

認識した。なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期連結会計期間においては382百万円である。
　

  (のれんの金額の重要な変動)

　該当事項なし。
　

　(重要な負ののれん発生益)

　該当事項なし。
　

(追加情報)

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  

平成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指

針第20号  平成20年３月21日)を適用している。
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(金融商品関係)

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比べて著しい変動

がない。

　
(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比べて著しい変動

がない。

　
(デリバティブ取引関係)

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比べて著しい変動

がない。

　
(ストック・オプション等関係)

該当事項なし。

　
(企業結合等関係)

該当事項なし。

　
(資産除去債務関係)

資産除去債務の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比べて著しい

変動がない。

　
(賃貸等不動産関係)

賃貸等不動産の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比べて著しい

変動がない。

　

(１株当たり情報)

１  １株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 120.13円
　

１株当たり純資産額 116.92円
　

　
　　　　(注)  １株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 12,317 12,462

普通株式に係る純資産額(百万円) 12,262 12,415

差額の主な内訳(百万円) 　 　

　少数株主持分 55 47

普通株式の発行済株式数(千株) 108,000 108,000

普通株式の自己株式数(千株) 5,922 1,812

１株当たり純資産額の算定に用いら
れた普通株式の数(千株)

102,077 106,187
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２  １株当たり四半期純利益

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

１株当たり四半期純利益 10.25円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につい
ては、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載して
いない。

 

１株当たり四半期純利益 5.66円

　　　　同　　　　　　左

　
　　　　(注)  １株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目
前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日)

四半期純利益(百万円) 1,088 593

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 1,088 593

普通株式の期中平均株式数(千株) 106,252 104,922

　
前第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年10月１日
　至　平成22年12月31日)

１株当たり四半期純利益 6.78円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につい
ては、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載して
いない。

 

１株当たり四半期純利益 0.29円

　　　　同　　　　　　左

　
　　　　(注)  １株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目
前第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日)

四半期純利益(百万円) 720 29

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 720 29

普通株式の期中平均株式数(千株) 106,251 103,460

　
　
(重要な後発事象)

該当事項なし。

　
(リース取引関係)

リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っているが、当四半期連結会計期間末におけるリース

取引残高は前連結会計年度の末日と比べて著しい変動がない。

　
　

２ 【その他】

該当事項なし。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年２月12日

富士紡ホールディングス株式会社

取締役会  御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　里　　村　　　　　豊　　㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　阪　　中　　　　　修　　㊞

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている富士

紡ホールディングス株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連

結会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日

から平成21年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計

算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表

の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明す

ることにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、富士紡ホールディングス株式会社及び連結子

会社の平成21年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連

結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していない

と信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管している。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていない。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成23年２月10日

富士紡ホールディングス株式会社

取締役会  御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　里　　村　　　　　豊　　㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　唯　　根　　欣　　三　　㊞

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている富士

紡ホールディングス株式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連

結会計期間(平成22年10月１日から平成22年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成22年４月１日

から平成22年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計

算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表

の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明す

ることにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、富士紡ホールディングス株式会社及び連結子

会社の平成22年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連

結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していない

と信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管している。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていない。
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